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１．宮城県津波浸水想定図 

（１）宮城県津波浸水想定図 位置図 
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番号 津波浸水想定図 番号 津波浸水想定図 

１ 気仙沼市 28 石巻市 女川町 

２ 気仙沼市 29 石巻市 女川町 

３ 気仙沼市 30 石巻市 

４ 気仙沼市 31 石巻市 東松島市 

５ 気仙沼市 32 石巻市 東松島市 

６ 気仙沼市 33 石巻市 東松島市 

７ 気仙沼市 南三陸町 34 石巻市 東松島市 

８ 気仙沼市 南三陸町 35 東松島市 松島町 

９ 南三陸町 36 東松島市 塩竈市 

10 南三陸町 37 東松島市 塩竈市 

11 南三陸町 38 東松島市 松島町 利府町 

12 南三陸町 石巻市 39 
松島町 利府町 塩竈市  

七ヶ浜町 多賀城市 

13 石巻市 40 塩竈市 七ヶ浜町 多賀城市 仙台市 

14 石巻市 41 七ヶ浜町 多賀城市 仙台市 

15 石巻市 42 利府町 多賀城市 仙台市 

16 石巻市 43 仙台市 

17 石巻市 女川町 44 仙台市 

18 石巻市 女川町 45 仙台市 名取市 

19 石巻市 女川町 46 仙台市 名取市 

20 石巻市 女川町 47 名取市 岩沼市 

21 石巻市 女川町 48 名取市 岩沼市 

22 石巻市 49 岩沼市 亘理町 

23 石巻市 50 岩沼市 亘理町 

24 石巻市 51 岩沼市 亘理町 

25 石巻市 52 亘理町 山元町 

26 石巻市 53 山元町 

27 石巻市 

 

※個別の宮城県津波浸水想定図については，宮城県土木部河川課ホームページを参照。 

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kasen/miyagi-tsunami-shinsuisoutei-published1.html 
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２．海岸保全基本計画 

（１）海岸保全基本計画の対象範囲 

    

 

 

 

（２）海岸堤防の防護目標・水準 

 

①防護目標 
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●三陸南沿岸海岸保全基本計画 

  岩手県宮古市魹ヶ崎～宮城県石巻市黒崎 

●仙台湾沿岸海岸保全基本計画 

  宮城県石巻市黒崎～福島県相馬市磯部 

                    （茶屋ケ岬） 
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②防護水準 

 

 

【補足】 

個々の特殊事情がある地区については，十分に安全度（必要高）が確保されていること

を確認した上で，必要に応じて上記の基本計画堤防高を下げている場合がある。なお，個

別の堤防高を設定しているのは，大きく分けて以下の３つのケースである。  

１） 湾口防波堤や防波堤等を有する港湾，漁港等においては，過去の津波実績高及び

津波シミュレーションを行うことにより，小ユニット堤防高を定めることができ

る。 

また，松島海岸のように小さい島々が港を囲むように点在している場合も同様に

定めることができる。 

２） 港湾，漁港等で防波堤等一線堤と見なせる沖合施設がある場合や，掘り込み式港

湾等で開口幅が狭まっており，明らかに津波高の低減効果が見込める場合には，港

湾，漁港の内港施設の海岸堤防において，余裕高分を下げることができる。 

３） 海岸堤防の背後に保全すべき重要な施設がなく，もっぱら国土保全を目的とする

海岸堤防は，震災前の堤防高さで復旧する。 
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（３）施設整備計画図と整備箇所整理表（例） 
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※各地区の図表，海岸保全基本計画の詳細は，宮城県土木部河川課ホームページを参照。 

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kasen/kaigan-hozen.html 

※各海岸の最新の状況については海岸管理者に確認する必要がある。 
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３．宮城県第五次地震被害想定調査結果 

（１）調査の概要 

○ 大規模な被害をもたらす地震を想定した以下の調査を実施するもの。 

① 地震・津波の計算（震度，液状化危険度，津波高，浸水深等） 

② 人的被害，物的被害等の想定（死者数，建物全壊棟数等） 

※ マクロ的（巨視的）な想定であり，個別の場所・施設の安全性を照査するもので

はない。 

③ 防災対策・減災目標の検討（早期津波避難や耐震化等の防災対策を講じた際の被害

軽減効果等） 

○ 令和３年度から令和５年度までの３か年で実施中。 

 

（２）対象とする地震 

○ 本調査では，以下の４地震を対象としている。 

○ そのうち，②宮城県沖地震（連動型）と③スラブ内地震については，新たに津波計算

を行う。 

対象とする地震 備考 

① 東北地方太平洋沖地震  Ｍ９．０ 

② 宮城県沖地震(連動型)  Ｍ８．０ 

③ スラブ内地震      Ｍ７．５ 

④ 長町-利府線断層帯地震  Ｍ７．５ 

（最大クラスの津波浸水想定を活用） 

本調査で津波計算を実施 

本調査で津波計算を実施 

（津波なし） 

 

（３）調査の結果 

○ 宮城県沖地震（連動型）による津波計算 

 

 

 

 

 

 

 

波源断層モデル              沿岸の津波の高さ 

（海岸線から 20m程度沖合における津波の最大水位（T.P.m）） 

     ※別途浸水シミュレーションも実施 

 

 

※調査の詳細は，宮城県復興・危機管理部防災推進課ホームページを参照。 

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/bousai/ks-gozihigai-top.html 

 

調査の進捗に応じて随時資料を追加 
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４．自動車避難に関する資料 

(１) 中央防災会議防災対策推進検討会議「津波避難対策検討ワーキンググループ」報告 

   （平成 24年 7月） （移記） 

○ 津波発生時の避難に当たっては，徒歩避難を原則とする。東日本大震災においても多く見

られた自動車による避難は，以下のような種々の危険性がある。 

・ 地震による道路等の損傷や液状化，信号の滅灯，踏切の遮断機の停止，沿道の建物や電柱

の倒壊等による交通障害 

・ 交通障害が発生しなくても渋滞が発生し，津波に巻き込まれる可能性があるほか，避難支

援活動に支障を及ぼすこと 

・ 道路の幅員，車のすれ違いや方向転換の実施可否，交通量の多い幹線道路等との交差，避

難した車両の駐車場所等のボトルネックとなる区間等の存在 

・ 避難支援者が活動するための自動車の通行の妨げとなるおそれがあること 

・ 徒歩による避難者の円滑かつ安全な避難の妨げとなるおそれがあること 

○ しかしながら，歩行困難者が避難する場合や想定される津波に対して徒歩で避難が可能な

距離に適切な避難場所がない場合のように，自動車避難を検討せざるを得ない場合がある。 

○ このような場合は，自動車避難に伴う危険性を軽減するための努力をするとともに，自動

車による避難には限界量があることを認識して，限界量以下に抑制するよう各地域で合意形

成を図る必要がある。 

○ 通行中の車両も可能な限り道路外へ駐車し徒歩避難とすることや，やむを得ず道路に駐車

して避難する場合には緊急車両等の通行の妨げとならないよう配慮し，ドアロックはせずに

エンジンキーは付けたままとすること等を周知する必要がある。 

○ 自動車により避難せざるを得ない地域においては，避難経路の放置車両等が避難の妨げに

なる可能性があるため，津波避難道路であることを周知する標識を整備するなど，津波避難

時の通行の妨げにならないように平時から周知することが必要である。 

参考） 中央防災会議防災対策推進検討会議「津波避難対策ワーキンググループ報告」（H24.7 中央防災会議） 

http://www.bousai.go.jp/jishin/tsunami/hinan/pdf/report.pdf 
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(２)  自動車を利用した避難方法（案）（静岡県浜松市）  （移記） 

３．津波避難方法の検討 

３－１ 自動車を利用した避難方法の検討 

 

参考） 津波対策委員会第 2 回委員会資料（H23.12 静岡県浜松市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考図 

図３－１ 自動車を利用した避難「くしの歯」作戦イメージ 
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(３)  渋滞防止対策（案）（青森県三沢市）  （移記） 

２）渋滞防止対策 

渋滞発生の原因として，多数の車両が道路に侵入することによる車両密度の増加や，信号交差点

での一時停止・車両の通過待ち，事故・故障車による車線の閉鎖等が挙げられる。 

ここでは，渋滞防止対策について，需要サイド（避難車両の抑制・誘導）と，供給サイド（避難

路の交差量確保）の両面から，対策メニューを検討した。 

 

表 3-5 渋滞防止対策（案） 

項目 渋滞防止対策（案） 対策の概要 

 

 

需

要

サ

イ

ド 

発生源の調整 相乗り 自動車による避難者に対し，相乗りを促すこ

とにより，発生する避難車両を抑制する。 

避難手段の変更 バスによる避難誘導 バスを用いて一度に多数の避難者を避難さ

せることにより，発生する避難車両を抑制す

る（ただし，運用が難しい）。 

適切な自動車利

用の誘導 

自動車交通の誘導 避難車両を誘導し，迷走交通をなくし，スム

ーズな避難を促す。 

避難路の周知（事前） エリア毎に避難路の周知を徹底し，避難車両

の集中・錯綜を抑える。 

 

 

供

給

サ

イ

ド 

交通容量の拡大 一方通行による容量

拡大 

要避難区域外への避難方向に対し，一方通行

とすることにより，交通容量を倍にし，スム

ーズな避難を促す。 

交通規制 避難経路内への侵入車両を規制することに

より，余計な車両を避難経路から排除する

（特に県道との交差部）。 

道路整備 未舗装道路の整備による，避難車両の移動速

度の増加 

一時待機場所 避難目標地点より先に，一時待機場所を設け

て，避難車両を避難路から待避させる。 
 

参考） 平成 24 年度津波避難計画（H25.3 青森県三沢市） 

 https://www.city.misawa.lg.jp/index.cfm/11,21467,49,217,html 
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(４)  東日本大震災と今後の津波避難対策（一般社団法人消防科学総合センター） （移記） 

自動車で避難する場合の心得 

アンケート調査は，57％が車で避難したことがわかっている。また，ヒアリング調査は，

徒歩による避難と車による避難はほぼ半々であり，20 歳代は 61％が車を使っており，若

い人ほど多いことが判明した。避難に要した時間は，徒歩が平均 11.2 分に対し，車は平

均 16.2 分であった。それぞれの平均移動距離と移動速度は，438m，2.3 ㎞/時および

2,431m，9.0㎞/時であった。これらの数字から，つぎのことが指摘できる。 

（ア）徒歩による避難では，避難距離 500m，避難時間 15 分が標準といえる。 

（イ）車による避難では，避難距離 2.5 ㎞，避難時間 15分が標準といえる。 

現状では，500m 以上避難しようとすれば，車が必須になると考えられているというこ

とである。ただし，ヒアリング調査によれば，28.3％が渋滞に巻き込まれ(アンケート調査

では車避難の約 1/3 だった)，40.7％は信号が点灯していなかったと答えたことがわか

っている。しかも，車中で遺体で見つかったドライバーは約 700名に達している。したが

って，徒歩による避難を原則としながらも，車を使用することが一般的になってきている

ことを考慮すれば，つぎのような視点や改善が早急に必要になる。 

1) 地震で停電すれば，交差点で信号が点かず，渋滞する。渋滞に巻き込まれたら車を放

置して徒歩で避難する。放置して逃げれば，他の車のドライバーも徒歩で避難せざる

を得なくなる。 

2) 地震で停電すれば鉄道の遮断機は下りたままになる。そのままでは通行できない。地

元に遮断機があれば，自治体を通して事前に鉄道会社と協議し，その場合の対処方法

を取り決めておく。 

3) 山道に避難するときは，後に続く車が多数あると考えて，入り口から数キロ先まで車

を止めたり，駐車しない。また，入り口にはそのことを促す道路標識が必要である。 

4) 知らない土地を運転中に避難勧告や指示が出た場合は，車を捨てて徒歩で住民と一緒

に避難する。 

5) 車を運転中は，携帯電話をオンにしておき，エリアメールを受信できるようにしてお

く。 

6) 高架高速道路走行中に津波警報が発令された地域に差し掛かった場合は，インターチ

ェンジから一般道路に下りてはいけない。サービスエリアで待機する。 

 

※アンケート調査：東日本大震災の被災地におけるアンケート調査結果(内閣府)とヒアリング調査結果(国土交通

省)を参照 

参考） No.107 「季刊 消防科学と防災」（2012 冬号 一般社団法人消防科学総合センター） 

http://www.isad.or.jp/cgi-bin/hp/index.cgi?ac1=IB17&ac2=107winter&ac3=6499&Page=hpd_view 
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(５) 自動車避難を含めた津波避難訓練の実施（宮城県山元町）  （新規） 

山元町では，広い平野部となってい

る東部浜通り地区では徒歩避難が困

難な面があると考え，自動車避難を想

定した津波避難訓練を実施し，渋滞の

状況等について検証を行っています。 

また，自動車避難を含めた津波避難

に対応するため，沿岸からの避難路の

整備をすすめています。 

参考）H26津波避難訓練関係資料及び山元町震災復興記録誌（宮城県山元町より） 
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(６)  特定避難困難地域の設定及び対策（愛知県豊橋市）  （新規） 

参考） 津波避難に関する取組事例集（H31.3 消防庁） 

https://www.fdma.go.jp/pressrelease/info/2019/ 


